
平成２５年度 県営中山間地域総合整備事業 再評価調書

事 業 名 県営中山間地域総合整備事業 地区･路線名 牟岐地区
ふ り が な む ぎ ち く

事業主体 徳島県 関係市町村 牟岐町

（事業目的）
本地区は、徳島県の南部海部郡に位置する中山間農業地帯で、地形は急峻な地域であ

事 り農地はほとんどが不整形で小規模である。本地域の農業の現状は、過疎・高齢化・担
い手の減少及び鳥獣被害等から農業経営に大きな影響を与えている。

このことから、老朽化した用排水路を整備し、優良農地の保全を進め農業生産の確
業 保、農業所得の安定を図ると共に、不整形で小規模な農地において、ほ場整備を実施

し、農地の効率的利用と機械化による営農環境の改善を図る。また、営農飲雑用水等の
生活環境整備を実施することにより、総合的な地域振興を図ることを目的としている。

概 （事業内容）
受益面積 33.8ha
受益戸数 156戸

要 主要工事 農業用用排水 2,810m ，ほ場整備 9.9ha
営農飲雑用水 3地区 76戸

総事業費 1,176,000千円 (国55%，県30%，町6.5～15%，地元農家8.5～0%）
工 期 平成１６年度～平成２６年度

（事業の進捗状況）
平成２４年度までに農業用用排水１，１２５ｍ，ほ場整備３．８ｈａ，営農飲雑用水

３地区を実施している。
平成２５年度末の事業費進捗率は、６９％となっている。

評 （関連事業の進捗状況）
特になし

（社会経済情勢の変化）
本地域では、農業従事者の高齢化と農業後継者の不足及び農産物価格の低迷や資材費

等の高騰により、営農状況は更に厳しくなってきている。このため、ほ場整備や用排水
路等の基盤整備や営農飲雑用水等の生活環境の整備により、営農労力の節減や生活環境

価 の改善を図ることが重要になってきている。

（計画上重要な部分の変更の必要性の有無）
農業用用排水整備及びほ場整備などにおいて、農業情勢が厳しくなる中、事業参加を

見合わす農家が出、効果発現が見込めなくなった一部の路線・工区について、地元関係
者と事業実施の有無についての協議・調整を平成２３年度から進めてきた。その結果、
地元関係者及び牟岐町との調整が整った事から、本年度に計画を見直し、平成２６年度
に実施する用排水施設整備などを残し、他の箇所について、整備箇所の削減を行い完了

項 する予定。

（事業効果の発現状況）
１ ほ場整備により大型機械の導入が可能となり農業経営の効率化が図られている。
２ 用排水施設が整備されたことにより、農地の条件が改善されている。
３ 営農飲雑用水が整備され、生活環境が改善されている。
投資効率＝総事業効果額／総事業費＝１．５１(１．６９)

目
（受益農家，関係機関の意向）

牟岐土地改良区をはじめ地元受益農家、牟岐町から、計画を見直しの上、早期完成を
強く要望されている。

（事業の実施方針）
計画を見直し、残る農業用用水路整備、ほ場整備など３箇所について、継続して事業

実施する。


